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令 和 7 年 10 月 1 日 改 訂  

「指定通所介護（若宮園デイサービスセンター）」  

重 要 事 項 説 明 書 
社 会 福 祉 法 人  淳 風 福 祉 会  

 

 

 

 

当 事 業 所 は ご 契 約 い た だ い た 要 介 護 認 定 者（ 以 下「 利 用 者 」と い う ）に 対 し て 指 定 通 所 介 護 サ ー ビ ス を 提

供 し ま す 。事 業 所 の 概 要 や 提 供 さ れ る サ ー ビ ス の 内 容 、契 約 上 ご 注 意 い た だ き た い こ と を 次 の 通 り 説 明 し ま

す 。  

※  当サービスの利用は、「要介護」と認定された方が対象となります。 
 

１．  事業者 

事 業 者 名 称 社 会 福 祉 法 人  淳 風 福 祉 会  

代 表 者 氏 名 理 事 ⾧  光 宗  泉  

法 人 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

岡 山 市 南 区 箕 島 3566-1 

（ 電 話 ） 086-281-0862  （ FAX） 086-281-4586 

（ E メ ー ル ） junfuku@chive.ocn.ne.jp  

（ Ｈ Ｐ ） http://junfuku.jp / 

法 人 設 立 年 月 日 昭 和 ５ ６ 年 ７ 月 １ 日  

 

２．  事業の概要 
(1)  事 業 所 の 所 在 地 等  

事 業 所 名 称 若 宮 園 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー  

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 

指 定 通 所 介 護 事 業 所  3370102711 

（ 平 成 12 年 4 月 1 日 指 定 : 昭 和 62 年 3 月 9 日 開 設 ）  

  事 業 所 管 理 者  中 島  智 洋  

事 業 所 所 在 地 岡 山 市 南 区 箕 島 3491-7 

連 絡 先 
（ 電 話 ） 086-281-0862 （ FAX） 086-281-4586 

（ E メ ー ル ） wakamiya.ds@gmail.com 

事 業 所 の 通 常 の 

事 業 の 実 施 地 域 

岡 山 市 （ 妹 尾 ・ 福 田 中 学 校 区 ）、 早 島 町 と す る 。  

※ 岡 山 市 の そ の 他 の 地 域 及 び 倉 敷 市 に つ い て は 個 別 に 受 入 を 検 討 い た し ま

す 。  

当事業所は介護保険の指定を受けています。  
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利 用 定 員 25 人  （ 第 1 号 通 所 事 業 利 用 者 含 む ）  

同 時 一 体 的 に  

行 う 他 の 事 業  
 第 1 号 通 所 事 業  (介 護 予 防 通 所 サ ー ビ ス ・ 生 活 支 援 通 所 サ ー ビ ス ) 

 

(2)  事 業 の 目 的 及 び 運 営 の 方 針  

事 業 の 目 的 

社 会 福 祉 法 人 淳 風 福 祉 会 が 設 置 経 営 す る 若 宮 園 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー が 行

う 指 定 通 所 介 護 事 業 の 適 正 な 運 営 を 確 保 す る た め に 、 人 員 及 び 管 理 運 営 に 関

す る 事 項 を 定 め 、 生 活 相 談 員 、 看 護 職 員 、 機 能 訓 練 指 導 員 及 び 介 護 職 員 が 、

要 介 護 状 態 に あ る 高 齢 者 に 対 し 適 正 な 指 定 通 所 介 護 等 を 提 供 す る こ と を 目 的

と す る 。  

運 営 の 方 針 

1.   事 業 者 は 、要 介 護 状 態 に あ る 利 用 者 が 可 能 な 限 り そ の 居 宅 に お い て 、そ の

有 す る 能 力 に 応 じ 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む 事 が で き る よ う 生 活 機 能 の 維 持

又 は 向 上 を 目 指 し 、 必 要 な 日 常 生 活 上 の 世 話 及 び 機 能 訓 練 を 行 う こ と に よ

り 、利 用 者 の 社 会 的 孤 立 感 の 解 消 及 び 心 身 の 機 能 の 維 持 並 び に 利 用 者 の 家 族

の 身 体 的 及 び 精 神 的 負 担 の 軽 減 を 図 る 。  

2.   指 定 通 所 介 護 の 提 供 に あ た っ て は 、利 用 者 の 人 格 を 尊 重 し 、常 に 利 用 者 の

立 場 に 立 っ た サ ー ビ ス の 提 供 に 努 め 、ま た 利 用 者 及 び そ の 家 族 の ニ ー ズ を 的

確 に 捉 え る と と も に 、利 用 者 を 担 当 す る 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 の 作 成 す る 居 宅

サ ー ビ ス 計 画 に 基 づ き 個 別 に 通 所 介 護 計 画 書 を 作 成 し 、そ の 計 画 に 沿 っ て 利

用 者 の 機 能 訓 練 及 び 日 常 生 活 を 営 む う え で 必 要 な 援 助 を 行 う 。   

3.   指 定 通 所 介 護 の 実 施 に 当 た っ て は 、 関 係 市 町 村 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 、

居 宅 介 護 支 援 事 業 者 、介 護 予 防 支 援 事 業 者 、地 域 の 保 健・医 療・福 祉 サ ー ビ

ス と の 綿 密 な 連 携 を 図 り 、 総 合 的 な サ ー ビ ス の 提 供 に 努 め る も の と す る 。  

4.   事 業 者 は 、多 様 な 評 価 の 手 法 を 用 い て 、そ の 提 供 す る 通 所 介 護 事 業 の 質 の

評 価 を 行 い 、 常 に そ の 改 善 を 図 る も の と す る 。  

 

３．  営業日及び営業時間 

営 業 日  

（ 祝 日 も 含 む ）  

月  火  水  木  金  土  日  

〇  〇  〇  〇  〇  × × 

そ の 他 の 休 業 日  12 月 31 日  ～  翌 年 1 月 3 日  

営 業 時 間  8 時 30 分  ～  17 時 30 分  

サ ー ビ ス 提 供 時 間  9 時 30 分  ～  16 時 30 分 （ 最 大 ）  ※ 延 ⾧ サ ー ビ ス は あ り ま せ ん  

  

  

                                      

 サ ー ビ ス 提 供 時 間 （ 事 業 所 で サ ー ビ ス を 受 け る 時 間 ） ※ 送 迎 は 除 く   

 

 

8:30 16:30 17:30 9:30 
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４．  職員の配置状況 
 当 事 業 所 で は 、 利 用 者 に 対 し て サ ー ビ ス を 提 供 す る 職 員 と し て 、 以 下 の 職 種 を 配 置 し て い ま す 。（ ※

第 1 号 通 所 事 業 の 職 員 配 置 を 含 む ）  

職
種 

管 理 者  看 護 職 員  生 活 相 談 員  介 護 職 員  
機 能 訓 練  

指 導 員  
調 理 員  

配
置 

1 名  

（ 常 -兼 ）  

３ 名  

（ 非 -兼 ）  

１ 名 （ 常 ・ 専 ）  

１ 名 （ 常 ・ 兼 ）  

２ 名 （ 常 ・ 専 ）  

1 名 （ 常 ・ 兼 ）  

１ 名 （ 非 ・ 兼 ）   

3 名 （ 非 ・ 専 ）  

4 名  

（ 非 -兼 ）  

3 名 は 看 護

職 員 が 兼

務  

１ 名  

基
準 

1 名  １ 名  １ 名  

 利 用 者 15 人 … 1 名  

15 人 を 超 え る 部 分 の 数 を 5

で 除 し た 数 に １ を 加 え た 数

以 上  

１ 名   

 常 … 常 勤  非 … 非 常 勤  専 … 専 従  兼 … 兼 務  

 

５．  当事業所が提供するサービスと利用料金 
  当 事 業 所 で は 、 利 用 者 に 対 し て 以 下 の サ ー ビ ス を 提 供 し ま す 。  

 当 事 業 所 が 提 供 す る サ ー ビ ス に は （ Ａ ）（ Ｂ ） の サ ー ビ ス が 含 ま れ ま す 。  

（ Ａ ）介 護 保 険 の 給 付 対 象 と な る サ ー ビ ス … 利 用 料 金 う ち 介 護 保 険 負 担 割 合 証 に 記 載

さ れ た 負 担 割 合 に 応 じ た 金 額 が 利 用 者 負 担  

（ Ｂ ） 介 護 保 険 の 給 付 対 象 と な ら な い サ ー ビ ス ･･･全 額 が 利 用 者 負 担  

 

(
１
)
介
護
保
険
の
給
付
対
象
と
な
る
サ
␗
ビ
ス 

基
本
料
金
に
含
ま
れ
る
サ
␗
ビ
ス 

①  日 常 生 活 上 の 援 助  

利 用 者 が 自 立 し た 生 活 を 送 る た め に 、能 力 に 応 じ て 排 泄・移 動・養 護 等 の 必 要 な 日 常

生 活 上 の 援 助 を 行 い ま す 。  

②  食 事 （ 食 事 に 係 る 費 用 は 別 途 ）  

食 事 の 準 備 、 介 助 、 後 始 末 等 を 行 い ま す 。（ 胃 婁 対 応 も 可 ）  

③  機 能 訓 練  

レ ク リ エ ー シ ョ ン 等 の 活 動 を 通 じ 、 必 要 な 機 能 訓 練 を 行 な い ま す 。  

日 常 生 活 を 営 む う え で 必 要 な「 心 身 機 能 」の 減 退 を 防 止 す る 為 の 訓 練 、活 動・参 加 な

ど 「 生 活 機 能 」 の 維 持 向 上 を 図 る 訓 練  

④  健 康 チ ェ ッ ク  

利 用 毎 に 体 温 と 血 圧 、 月 1 回 体 重 の 測 定 を 行 い ま す 。  

⑤  送 迎  

ご 自 宅 と 事 業 所 間 の 送 迎 サ ー ビ ス を 行 い ま す 。ま た 、あ ら か じ め 通 所 介 護 計 画 書 に 定

め ら れ て い る 場 合 は 必 要 な 居 宅 内 介 護 を 行 い ま す 。  

⑥  相 談 、 助 言  

利 用 者 及 び そ の ご 家 族 の 日 常 生 活 に お け る 介 護 等 に 関 す る 相 談 及 び 助 言 を お こ な い

ま す 。  
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加 

算 

⑦  入 浴 （ 希 望 者 の み ）  

入 浴 ま た は 清 拭 の 介 助 を 行 い ま す 。  

座 位 式 機 械 浴 、 一 般 浴 、 個 浴 か ら 適 し た 入 浴 方 法 を お 選 び い た だ け ま す 。  

(
２
)
介
護
保
険
の
給
付
対
象
と
な
ら
な
い
サ
␗
ビ
ス 

①  介 護 保 険 給 付 の 支 給 限 度 額 を 超 え る 通 所 介 護 サ ー ビ ス の 利 用  

介 護 保 険 給 付 の 支 給 限 度 額 を 超 え て サ ー ビ ス を 利 用 さ れ る 場 合 は 、サ ー ビ ス 利 用 料 金 の 全 額

が 利 用 者 の 負 担 と な り ま す 。  

②  食 事 の 提 供 に 係 る 費 用  

利 用 者 に 提 供 す る 食 事 の 材 料 費 や 調 理 等 に か か る 費 用 で す 。  

料 金 :  １ 食 あ た り  ６ ０ ０ 円 （ 非 課 税 ）（ お や つ な し は ５ ５ ０ 円 ）  

※ 当 日 （ 0 時 ～ ） に お 休 み の ご 連 絡 を さ れ ま す と キ ャ ン セ ル 料 ６ ０ ０ 円 が 発 生 し ま す 。  

③  レ ク リ エ ー シ ョ ン 等 に 係 る 費 用 （ 創 作 活 動 な ど ）  

ご 希 望 に よ り 参 加 さ れ る レ ク リ エ ー シ ョ ン 等 の 材 料 費  

料 金 :  材 料 費 等 の 実 費 を い た だ き ま す 。  

④  そ の 他 日 常 生 活 上 必 要 と な る 諸 費 用  

日 常 生 活 品 の 購 入 代 金 等 利 用 者 の 日 常 生 活 に 要 す る 費 用 で 利 用 者 に 負 担 い た だ く こ と が 適

当 で あ る も の に 係 る 費 用 を ご 負 担 い た だ き ま す 。  

利 用 者 の ご 希 望 に よ り 提 供 し た お し め 代 :  １ 枚  ５ ０ 円  

 

利
用
料
金 

別 添  『 利 用 料 金 表 』 参 照  

料
金
の
お
支
払
い
方
法 

ご 利 用 い た だ い た 介 護 保 険 の 給 付 の 対 象 と な る サ ー ビ ス の う ち 、 利 用 者 の 要 介 護 区 分 に 応 じ た サ

ー ビ ス 利 用 料 金 か ら 介 護 保 険 給 付 費 額 を 除 い た 金 額 （ 自 己 負 担 額 ） と 、 介 護 保 険 の 給 付 対 象 と な ら

な い サ ー ビ ス 利 用 料 金 の 全 額 を 合 わ せ た 金 額 を ご 負 担 い た だ き ま す 。  

 

 前 記 （ １ ）（ ２ ） の 料 金 ・ 費 用 は 、 １ か 月 ご と に 計 算 し 請 求 し ま す 。  

支 払 い 方 法 ①  

口 座 振 替  

お 取 り 扱 い 銀 行 … 中 国 銀 行 の み  

引 き 落 と し 日 … 利 用 月 の 翌 月 25 日 （ 休 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ）  

※ 1   請 求 金 額 確 定 後 、利 用 月 翌 月 10 日 頃 に 請 求 書 を お 渡 し い た し ま す の で 、

金 額 を お 確 か め の う え 指 定 の 口 座 に ご 入 金 く だ さ い 。  

※ 2   残 高 不 足 等 で 振 替 が 出 来 な か っ た 場 合 は 、翌 月 25 日 に 再 度 引 き 落 と し

さ せ て い た だ き ま す 。  

 

介護保険給付対象の 

サービス利用料金 

（1 割/2 割/3 割） 

介護保険給付対象外の 

サービス利用料金 

（全額） 



 - 5 -

 

支 払 い 方 法 ②  

現 金 払 い  

事 業 所 窓 口 で お 支 払 い も し く は 専 用 の 集 金 袋 に 入 れ て ス タ ッ フ に お 渡 し く だ

さ い 。  

※ 3   請 求 金 額 確 定 後 、利 用 月 翌 月 10 日 頃 に 請 求 書 を お 渡 し い た し ま す の で 、

金 額 を お 確 か め の う え お 支 払 い く だ さ い 。  

注 １ ） 利 用 者 が ま だ 要 介 護 認 定 を 受 け て い な い 場 合 に は 、サ ー ビ ス 利 用 料 金 の 全 額 を い っ た ん お

支 払 い い た だ き ま す 。要 介 護 の 認 定 を 受 け た 後 、自 己 負 担 額 を 除 く 金 額 が 介 護 保 険 か ら 払 い 戻 さ れ

ま す （ 償 還 払 い ）。 ま た 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 書 が 作 成 さ れ て い な い 場 合 も 償 還 払 い と な り ま す 。 償

還 払 い と な る 場 合 、利 用 者 が 保 険 給 付 の 申 請 を 行 う た め に 必 要 と な る 事 項 を 記 載 し た「 サ ー ビ ス 提

供 証 明 書 」 を 交 付 し ま す 。  

注 ２ ） 介 護 保 険 か ら の 給 付 額 に 変 更 が あ っ た 場 合 、変 更 さ れ た 額 に 合 わ せ て 、利 用 者 の 負 担 額 を

変 更 し ま す 。  

注 ３ ） 経 済 状 況 の 著 し い 変 化 や そ の 他 や む を 得 な い 事 由 が あ る 場 合 、相 当 な 額 に 変 更 す る こ と が

あ り ま す 。そ の 場 合 、事 前 に 変 更 の 内 容 と 変 更 す る 事 由 に つ い て 、変 更 を 行 う ２ か 月 前 ま で に ご 説

明 し ま す 。  

 

利
用
の
中
止
、
変
更
、
追
加 

中 止  

［ ご 本 人 の 都 合 に よ る も の ］ 当 日 の 8: 30 ま で に ご 連 絡 く だ さ い 。  

［ 感 染 症 を 疑 う 症 状 が あ る 場 合 ］ お 迎 え 前 に ご 自 宅 で 検 温 を し て い た だ き 37.5℃ 以 上 の 発

熱 が あ る 場 合 は ご 利 用 は 不 可 と な り ま す 。  

ご 利 用 中 に 37.5℃ の 発 熱 が あ る 場 合 や 微 熱 で も 風 邪 症 状 が 顕 著 な 場 合 は ご 利 用 を 中 止 し て

い た だ き ま す 。  

ご利 用 中 に37.5℃の発 熱 がある場 合 や、微 熱 でも風 邪 症  状 が顕 著 な場 合 はご利 用 を中 止 していただ

きます  

発 熱 でお休 みされた場 合 、解 熱 後 24時 間 はサービスのご利 用 を中 止 していただきます。また、咳 などの呼 吸

器 症 状 が続 く場 合 は、症 状 が改 善 されるまでご利 用 いただけません。 

イ ン フ ル エ ン ザ・嘔 吐 下 痢 等 の 感 染 症 を 疑 う 症 状 が あ る 場 合 、感 染 症 蔓 延 防 止 の 為 利 用 を 中

止 し て い た だ く 場 合 が あ り ま す 。  

※ 中 止 に よ る キ ャ ン セ ル 料 な ど は 発 生 い た し ま せ ん 。  

変 更  

急 用 や 受 診 な ど で 振 替 利 用 を 希 望 さ れ る 場 合 は 、 利 用 希 望 日 の 前 日 ま で に ご 相 談 く だ さ い 。 

※ た だ し 定 員 に 達 し て い る 場 合 あ る い は 事 業 所 の 稼 働 状 況 に よ り 、利 用 者 の 希 望 す る 日 に サ

ー ビ ス の 提 供 が で き な い 場 合 が あ り ま す の で ご 了 承 く だ さ い 。  

追 加  
担 当 の ケ ア マ ネ ジ ャ ー に ご 相 談 く だ さ い 。  

※ 追 加 分 の 利 用 料 金 が 区 分 支 給 限 度 額 を 超 え た 場 合 、 全 額 自 己 負 担 に な る 場 合 が あ り ま す 。 
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６．  苦情の受付について 

 

岡 山 市 事 業 者 指 導 課  

（ 通 所 事 業 者 係 ）  

北 区 大 供 3 丁 目 1－

18  

KSB 会 館 ４ 階  

(086)212-1013 
月 ～ 金 曜 日  

8:30~17:15  

早 島 町 役 場 町 福 祉 課  

（ 介 護 保 険 係 ）  
早 島 町 前 潟 360－ 1 (086)482-0613 

月 ～ 金 曜 日  

8:30~17:15  

岡 山 県 国 民 健 康 保 険 団 体  

連 合 会  

（ 介 護 110 番 ）  

北 区 桑 田 町 17－ 5  

(086)223-8811 

FAX 

(086)223-9101 

月 ～ 金 曜 日  

8:30~17:00  

岡 山 県 運 営 適 正 化 委 員 会  

（ ハ ッ ピ ー サ ポ ー ト ）  

北 区 南 方 2 丁 目 13

－ 1 き ら め き プ ラ

ザ 3 階  

岡 山 県 社 会 福 祉 協

議 会 内  

(086)226-9400 

FAX 

(086)227-3566 

E ﾒｰﾙ 

kujo@fukushiokay

ama.or.jp  

月 ～ 金 曜 日  

9:00~17:00  

 

７．  事故発生時の対応について 
（ １ ）   利 用 者 に 対 す る サ ー ビ ス の 提 供 に よ り 事 故 が 発 生 し た 場 合 に は 、 速 や か に 保 険 者 及 び 利 用 者 の 家

族 等 に 連 絡 を 取 る と と も に 、 必 要 か つ 適 切 な 措 置 を 講 じ ま す 。 ま た 、 事 故 の 再 発 防 止 策 を 講 じ て ま

い り ま す 。  

（ ２ ）   利 用 者 に 対 す る サ ー ビ ス の 提 供 に よ り 賠 償 す べ き 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、損 害 賠 償 を 速 や か に 行 い

ま す 。  

 

 

８．  緊急時の対応について 

当
事
業
所 

当 事 業 所 に お け る 苦 情 や ご 相 談 は 以 下 の 専 用 窓 口 で 受 け 付 け ま す 。  

○  苦 情 受 付 窓 口 （ 担 当 者 ）  

[生 活 相 談 員 ]   吉 田  良 太  

○  受 付 時 間  毎 週 月 曜 日 ～ 金 曜 日  ９ 時 か ら 18 時  

そ
の
他 

機  関  名  所  在  地  電 話 番 号 等  受 付 日 等  

岡 山 市 介 護 保 険 課  
北 区 鹿 田 町 1 丁 目

1-1 
(086)803-1240 

月 ～ 金 曜 日  

8:30~17:15  
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利 用 者 に 対 す る サ ー ビ ス の 提 供 時 に 病 状 の 急 変 が 生 じ た 場 合 等 、 速 や か に か か り つ け 医 又 は 事 業 者

協 力 医 療 機 関 に 連 絡 、あ る い は 救 急 通 報（ 119 番 ）を 行 い 、ま た 利 用 者 の 家 族 等 に 連 絡 を 取 る 等 必 要

な 措 置 を 講 じ ま す 。  

《 協 力 医 療 機 関 》     

 
誠 和 会   

倉 敷 第 一 病 院  

独 立 行 政 法 人  

国 立 医 療 機 構   

南 岡 山 医 療 セ ン タ ー  

創 和 会  

重 井 医 学 研 究 所  

附 属 病 院  

所 在 地  倉 敷 市 老 松 町 5-3-10 都 窪 郡 早 島 町 早 島 4066 岡 山 市 南 区 山 田 2117 

電  話  (086) 424-1000 (086) 482-1121 (086) 282-5311 

標 榜  

診 療 科  

外 科 、呼 吸 器 外 科 、消 化 器 外 科 、

心 臓 血 管 外 科 、内 科 、消 化 器 内

科 、 呼 吸 器 内 科 、 循 環 器 内 科 、

整 形 外 科 、脳 神 経 外 科 、肛 門 外

科 、皮 膚 科 、女 性 内 科 、漢 方 内

科 、麻 酔 科 、乳 腺 外 科 、リ ハ ビ

リ テ ー シ ョ ン 科 、歯 科 、矯 正 歯

科 、 小 児 歯 科 、 緩 和 ケ ア 内 科 、

放 射 線 科  

内 科 、呼 吸 器・ア レ ル ギ ー 内 科 、

血 液 内 科 、消 化 器 内 科 、生 活 習

慣 病 部 門 、ア レ ル ギ ー 科 、リ ウ

マ チ 科 、神 経 内 科 、小 児 科 、外

科 、整 形 外 科 、皮 膚 科 、耳 鼻 咽

喉 科 、 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 、

放 射 線 科 、 歯 科  

内 科 ・腎 臓 内 科・消 化 器 内 科 ・

糖 尿 病 内 科・循 環 器 内 科・小 児

科・外 科・消 化 器 外 科・泌 尿 器

科・精 神 科・リ ハ ビ リ テ ー シ ョ

ン 科  

病 床 数  191 床  400 床  198 床  

 

９ ．  非 常 災 害 時 の 対 応 に つ い て  

台 風・地 震 等 の 天 災 時 及 び 積 雪 な ど の 天 候 の 理 由 に よ っ て 安 全 な 事 業 の 開 始 及 び 継 続 が 難 し い と 判

断 さ れ た 場 合 、管 理 者 の 決 定 を 持 っ て や む を 得 ず 事 業 を 中 止 す る 場 合 が あ り ま す 。そ の 際 は す み や か

に 利 用 者 及 び 利 用 者 の 家 族 等 ま た 関 連 す る 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 へ 連 絡 を 行 う と と も に 、事 業 開 始 後 の

中 止 の 場 合 は 十 分 な 安 全 策 を 講 じ 帰 宅 支 援 を 行 い ま す 。  

以 上  

 

 

指 定 通 所 介 護 サ ー ビ ス の 提 供 の 開 始 に 際 し 、 本 書 面 に 基 づ き 重 要 事 項 の 説 明 を 行 い ま し た 。  

令 和   年   月   日  

説  明  者  職  名     氏  名    
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同 意 書 

 
 私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、記載された内容に同

意しました。 

令和  年  月  日  

ご利用者氏名         

 

（代筆の場合のみ） 

代筆者氏名 
               

続

柄 
 

 

「事故発生時及び緊急時の連絡先」  

※サービス利用時間中に連絡可能な連絡先をご記入ください。 

連
絡
先
１ 

氏 名                
続

柄 
 

電話番号  

連
絡
先
２ 

氏 名                
続

柄 
 

電話番号  

 

「かかりつけ医」 

   ※複数ある場合は、主に受診する病院名をご記入ください。 

病院名                医師名  

 



1割負担 2割負担 3割負担

要介護１ 388 単位 ¥3,934 ¥394 ¥787 ¥1,181

要介護２ 444 単位 ¥4,502 ¥451 ¥901 ¥1,351

要介護３ 502 単位 ¥5,090 ¥509 ¥1,018 ¥1,527

要介護４ 560 単位 ¥5,678 ¥568 ¥1,136 ¥1,704

要介護５ 617 単位 ¥6,256 ¥626 ¥1,252 ¥1,877

要介護１ 570 単位 ¥5,779 ¥578 ¥1,156 ¥1,734

要介護２ 673 単位 ¥6,824 ¥683 ¥1,365 ¥2,048

要介護３ 777 単位 ¥7,878 ¥788 ¥1,576 ¥2,364

要介護４ 880 単位 ¥8,923 ¥893 ¥1,785 ¥2,677

要介護５ 984 単位 ¥9,977 ¥998 ¥1,996 ¥2,994

要介護１ 584 単位 ¥5,921 ¥593 ¥1,185 ¥1,777

要介護２ 689 単位 ¥6,986 ¥699 ¥1,398 ¥2,096

要介護３ 796 単位 ¥8,071 ¥808 ¥1,615 ¥2,422

要介護４ 901 単位 ¥9,136 ¥914 ¥1,828 ¥2,741

要介護５ 1,008 単位 ¥10,221 ¥1,023 ¥2,045 ¥3,067

要介護１ 658 単位 ¥6,672 ¥668 ¥1,335 ¥2,002

要介護２ 777 単位 ¥7,878 ¥788 ¥1,576 ¥2,364

要介護３ 900 単位 ¥9,126 ¥913 ¥1,826 ¥2,738

要介護４ 1,023 単位 ¥10,373 ¥1,038 ¥2,075 ¥3,112

要介護５ 1,148 単位 ¥11,640 ¥1,164 ¥2,328 ¥3,492

（※１）

所要時間
利用者の
要介護度 基本単位数

（１単位＝10.14円）

7時間

6時間

5時間

通常規模型通所介護費（１回あたり）

利用者負担金(※１)

利 用 料 金 一 覧 表　（令和７年４月）

介
護
保
険
の
給
付
対
象
と
な
る
費
用

4時間

利用料

利用者負担金は１回あたりの単位数を元に算出（端数切り捨て）していますが、実際の請求では1ヶ月の利用総単位数を
元に算出します。（実際の利用料≠上記の利用者負担額に回数を乗じた金額）

①



加算の種類 単位数 利用料

② 入浴加算 40単位 ¥405 ¥41 ¥81 ¥122

③
口腔・栄養

スクリーニン
グ加算

20単位 ¥202 ¥21 ¥41 ¥61

④
サービス提供
体制強化加算

Ⅱ
18単位 ¥182 ¥19 ¥37 ¥55

⑤ 送迎減算 -47単位 ¥-476 ¥-48 ¥-96 ¥-143

通所介護処遇
改善加算Ⅰ

☆ 

☆ 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご契約者の負担額を変更します。

ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認
定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画書が作成されて
いない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した
「サービス提供証明書」を交付します。

あらかじめサービス計画書に定められている場合のみ、通所介護事業所の職員が送迎時の居宅内介護を実施することができま
す。その場合、サービス計画書に定められた居宅内介護に必要な所要時間が事業所でのサービス提供時間に加算され、その合
計の時間数により基本単位数が算定されます。

要　件

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要
する費用でご契約者に負担いただくことが適当で
あるものに係る費用。主におしめ代(※３)等

利用開始時及び利用中6か月ごと
の口腔と栄養状態について確認
を行い、情報を介護支援専門員
に文章で共有した場合
（該当者のみ6か月に1回算定）

ご希望により参加されるレクリエーション等の材
料費（創作活動の材料費、合同喫茶の飲食代等）

区分支給限度基準額(※２)を超えてサービスを利
用された場合、超過分の単位数を金額にしたもの
の内１０割をご負担いただきます。

実費利用料

食事の提供に係る費用

レクリエーション等に係る
費用

その他日常生活上必要とな
る諸費用

介
護
保
険
外
の
費
用

利用者負担金

超過分の10割

おやつあり　￥600
おやつなし　￥550

実費

種　類

実費
おしめ代１枚　\50

料　金

食材料費及び調理にかかる費用
 （付添の方の食事には消費税10％が加算されま
す）
※当日キャンセルされるとキャンセル料￥600ま
たは￥550ご負担いただきます。

介
護
保
険
の
給
付
対
象
と
な
る
費
用

加算の要件（概要）

介護職員の総数のうち介護福祉
士が５0％以上配置されている

利用者の入浴介助を行った場合

ご家族が送迎を行った場合
（片道につき）

１ヶ月分の①基本単位数と②～⑤の加算単位数の合計に９.２％を乗じて得た単位数を加算



≪利用料の計算方法≫

　例）7時間利用　要介護１　利用回数月12回（週３回）うち入浴回数12回（週３回）の場合

単位数 回　数

６58単位 １２回

18単位 １２回

40単位 １２回

利用総額

介護給付

利用者負担 ←介護保険給付の負担額

600円×1２食 ←介護保険外の費用

（C）＋（D）

利用総額

介護給付

利用者負担 ←介護保険給付の負担額

５８０円×1２食 ←介護保険外の費用

（C）＋（D）

利用総額

介護給付

利用者負担 ←介護保険給付の負担額

５8０円×1２食 ←介護保険外の費用

（C）＋（D）

区分支給限度基準額　一覧

おしめ代について

食事の「おやつあり」「おやつなし」について（※4）

※１ 「おやつなし」契約は①14時までのご利用 ②疾患により医師からカロリー制限の指示があ
り提供を希望しない場合 のいずれかの場合のみ契約時にご希望いただけます
※２ 「おやつなし」契約から「おやつあり」契約への変更時には事業所にその旨をお伝えいただ
き再度料金変更の同意書をご提出ください。
※３ 「おやつあり」「おやつなし」いずれの契約の場合も都度の変更はできません。
※４ 契約の方が当日おやつを食べられなかった場合でも550円・600円の請求となります。
※５ おやつの持ち帰りは食品衛生法に基づく提供する食事の取り扱い上お断りしています。

項　目

基本単位数

サービス利用中に必要なおしめは基本的に個人でご用意し持参いただきます。ただし、万が一用意した枚数
で足りなかった場合のみ事業所側で用意させていただくことがあり、使用した枚数の請求をおこなう事があ
ります。

１ヶ月の利用料金 ２６，２２６円

自己負担金１割（総額から９割を引いた額）の場合

自己負担金2割（総額から8割を引いた額）の場合

総額から８割を引いた額 （C）１９，０２６円

食事に係る費用 （D）７，２００円

１ヶ月の利用料金 16，７１３円

食事に係る費用 （D）７，２００円

（B）９３８２単位×１０．１４円＝

うち９割

計

（B）　9382単位

総額から７割を引いた額 ２８，539円

食事に係る費用

１ヶ月の利用料金 ３５，７３９円

自己負担金3割（総額から7割を引いた額）の場合

（B）９３８２単位×１０．１４円＝ ９５，１３３円

うち７割 ６６，５９３円

総額から９割を引いた額

利用総単位数

（D）７２００円

うち８割 ７６，１０６円

９５，１３３円

８５，６１９円

（C）　９，５１３円

サービス提供体制強化加算Ⅰ

入浴加算

７８96単位

（※３）

区分支給限度基準額とは

介　護　度
要介護　１
要介護　２
要介護　３
要介護　４

（※２）

要介護　５

１９，７０５単位
２７，０４８単位
３０，９３８単位
３６，２１７単位

１６，７６５単位

要介護度ごとに利用できる介護報酬額の上限が設定されています。この限度額内でケアマネは居宅サービス
計画書を立てます。希望により１ヶ月の各サービス利用単位数の合計が区分支給限度基準額を超えればその

分は全額自己負担となります。

基　準　額

216単位

480単位

（A）　８592単位

790単位

単位数小計

　　（A）８，５９２単位×９．２％通所介護処遇改善加算Ⅰ

（B）９３８２単位×１０．１４円＝ ９５，１３３円


